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平成２９年度島根県公立高校入試の改善方針について

本県では生徒の多様なニーズに応え、魅力と活力ある県立学校を実現するため、平成１１年１１

月に発表した「県立学校再編成基本計画」において、平成１１年度から平成２０年度までの計画を

示し、平成１６年度からは５年間にわたる「県立学校後期再編成計画」に基づく施策を展開してき

ました。また平成２１年度から１０年間を展望した県立高校づくりのための望ましい教育のあり方

等を盛り込んだ「県立高等学校再編成基本計画」を策定し、県立高校を取り巻く状況の変化に迅速

な対応を図っていくことの必要性から、これまでの取組みの成果及び課題について検証を行い、そ

れを踏まえて今後の高等学校教育のあり方を検討しているところです。

本県の公立高等学校入学者選抜制度については、高等学校教育が果たすべき役割とそれまでの入

学者選抜制度の理念を踏まえながら、入学者選抜制度のあり方について、幅広い視点からの検討を

行うため、平成１４年４月に島根県教育課程審議会答申「島根県立高等学校の入学者選抜方法の改

善について」を受け、平成１５年度入学者選抜において制度変更を行いました。平成１８年７月に

は県立高等学校通学区検討委員会最終答申「県立高等学校通学区域（学区）のあり方について」、さ

らに平成２３年７月に島根県教育課程審議会答申「島根県立高等学校の入学者選抜方法の改善につ

いて」を受け、その都度修正を加えながら入学者選抜を実施してきました。

県教育委員会は、平成２６年７月に発表した「第２期しまね教育ビジョン２１」の中でこれから

の社会を生き抜くために子どもたちに必要な力を「向かっていく学力」「広がっていく社会力」「高

まっていく人間力」と表現しました。「向かっていく学力」の育成により「夢や希望に向かって主体

的に学ぼうとする人を育てる」ことを教育目標の１つとしています。その実現に向けては中学生が

明確な目的意識をもって主体的に進路選択ができる環境を整えることが必要です。現行の学習指導

要領の趣旨や島根県の子どもたちの学習や生活の状況などに照らして多様な観点から検討を行った

結果、中学校と高等学校を接続する入学者選抜の在り方について適切な改善を行う必要があると判

断し、このたび公立高校入試の改善に取り組むこととしました。

改善方針の策定にあたっては、平成２６年１２月に県内の公立・私立中学校、公立・私立高等学

校、市町村教育委員会、保護者、学識経験者の代表１４名で構成する平成２８年度島根県公立高等

学校入学者選抜制度の改善に関する意見聴取会を立ち上げ、新たな制度による入学者選抜を早けれ

ば平成２８年度入学者選抜から導入することをめざして３回の意見聴取会を通じて検討を進めてき

ました。その後、平成２７年２月からは公立・私立中学校、公立・私立高等学校、市町村教育委員

会の関係者を対象にして県内９会場のべ１０回の説明会を実施し、改善方針に対するご意見をいた

だいた上で引き続き検討を重ね、このたび平成２９年３月に実施する入学者選抜の骨子として「平

成２９年度島根県公立高校入試の改善方針」を策定しました。

この改善方針は、現行の学習指導要領が求める学力の把握と中学校教育と高等学校教育との接続

の考え方を柱としています。具体的には生徒自らの希望に基づく志願を確かなものにする機会の保

障、各高等学校の特色に応じた選抜における主体性の確保及び生徒の特性や長所を総合的に評価す

ることができる選抜資料の利用などをめざすとともに、選抜期間の長期化や選考の複雑化といった

課題に対応することで、入学者選抜制度の改善に資するものと考えています。
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Ⅰ 改善方針の概要

○改善・充実を図るもの ◇基本的な考えを継続するもの

１ 基本的な考え方

改善方針を策定するにあたり、公教育が果たすべき役割を踏まえて以下のような考えのもとで

制度設計を行う。

○ 高等学校への就学機会を保障するとともに、生徒が主体的に学校選択を実現できること

○ 高等学校が自校の求める生徒像に適う生徒を求めることができること

○ 中学校及び高等学校の教育活動に与える影響に十分配慮したものであること

○ 受検生にとって公平でわかりやすい入学者選抜制度であること

２ 改善方針の内容

（１） 選抜の機会

○ 一般選抜においては志願校を１校とすることにし、第２志望校制度は廃止する。但し、同一

校内の複数学科の志望は可能とする。

○ 一般選抜の出願状況を公表後、受検生は１回に限り志願校の変更ができる。

○ 一般選抜の合格発表後、入学定員に欠員が生じた高等学校では第２次募集による選抜機会を

設定する。

◇ 各校の特色ある教育展開を踏まえた選抜の方法として、推薦選抜、スポーツ特別選抜、中高

一貫教育校特別選抜による入学者選抜を実施する。

◇ 公立高等学校における学びを幅広く提供するために、通信制課程の入学者選抜を実施する。

（２） 検査のあり方

◇ 中学校教育と高等学校教育の接続という視点から、現行の学習指導要領が求める学力として

示された「基礎的・基本的な知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学習意欲、主

体的に学習に取り組む態度」などの学力を的確に把握するため、学力検査、面接、作文、実

技検査等を実施する。

○ 学力検査においては「思考力、判断力、表現力等」をみる内容を充実する。

◇ 面接においては、個人調査報告書の記載事項等を踏まえ、受検生の特性や長所なども含め、

総合的な意欲や資質をみる。

○ 第２次募集においては前述の検査に加え、各校が特色に応じて総合的な能力や特性をみる検

査を実施することも可能とする。

（３） 資料の扱い

◇ 選抜の資料として、中学校から高等学校への接続を図る観点から、個人調査調査書など提出

された資料を活用するとともに、実施したすべての検査結果を使用するものとする。その際、

各高等学校の特色や受検生の個性を生かすため、資料ごとに取り扱う割合を変えることがで

きる。

（４） その他

◇ 通信制の課程においては、多様な受検生の実態を踏まえ、学力検査を実施せず、面接検査を

実施する。

３ 実施の時期

○ 平成２９年度入学者選抜から実施する。
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Ⅱ 選抜制度の具体的内容

○改善・充実を図るもの ◇基本的な考えを継続するもの

１ 選抜の機会

（１）一般選抜における第２志望校制度を廃止する。

○ 一般選抜で志願できる高等学校は１校とし、第２志望校制度を廃止する。

◇ 推薦選抜、スポーツ特別選抜、中高一貫教育校特別選抜及び通信制課程の入学者選抜につい

ては現行の制度により実施する。

（２）一般選抜では同一校内における学科間の複数志望を認める。

○ 一般選抜において、募集人員を複数の学科ごとに設定している学校では、同一校内の異なる

学科間の第１志望・第２志望等、複数志望を認めることにより、当該高等学校への進学を希

望する生徒の就学機会を確保する。

○ 同一校の全日制課程と定時制課程、本校と分校は同一校と考え、課程間または本校と分校間

の複数志望を認める。

（３） 一般選抜において１回に限り志願変更を認める。

○ 一般選抜の出願終了後に出願状況を公表する。その後１回の志願変更（志願校及び志願学科

の変更）ができる。志願変更期間終了後に最終の出願状況を発表する。

（４） 第２次募集による選抜を実施する。

○ 全日制課程・定時制課程の一般選抜合格発表時点で入学定員に欠員が生じた学科において第

２次募集を実施する。

○ 公立高等学校に合格していない者で、私立高等学校等に入学手続きを終えていない者に限り

志願できる。但し、一般選抜で受検した高等学校への再志願はできない。

（５） 松江市内の全日制県立普通科高等学校における通学区以外（以下「通学区外」という。）か

らの合格者の割合を拡大する。

○ 県内で唯一、通学区が定められている松江市内の松江北高校、松江南高校、松江東高校の県

立普通科高校における松江市内の通学区外から合格できる入学定員に対する割合をこれまで

の５％から２０％に拡大して、学びたい高校で学ぶことのできる環境を整える。

○ 松江市内の松江北高校、松江南高校、松江東高校の普通科と理数科を２校にわたって出願す

る場合に１（２）による同一校の第１志望学科・第２志望学科等の出願に準ずる扱い「松江

市内の県立高等学校全日制課程普通科の通学区指定に伴う出願についての特別措置」は廃止

する。

２ 検査の時期

（１） 一般選抜は３月初旬～中旬

推薦選抜・スポーツ特別選抜・中高一貫教育校特別選抜は１月中旬～下旬

第２次募集は一般選抜の合格者発表後の３月下旬

通信制課程は当該高等学校長が指定する。

○ 学校選択の機会を保障するとともに、中学３年の３学期について落ち着いた学習環境を可能

な限り長く維持するという点から、一般選抜の出願から合格者発表までの日程を設定する。
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３ 選抜資料

選抜資料は、学力検査、個人調査報告書、面接、実技検査、作文、推薦書、自己報告書、校長副

申書、自己申告書、自己紹介書等から、それぞれの入学者選抜において定める。

３-１ 学力検査

（１） ５教科の学力検査を実施する。各教科５０点満点、合計２５０点とする。

◇ 中学生が教科に対する十分な知識・技能や思考力・判断力・表現力等の力を備えて入学者選抜に

臨み、高等学校における学習活動へ円滑につなぐことができるようにする。

○ 知識・技能などの知っていること・できることをどう使うかという観点で思考力・判断力・表現

力等をみることができるよう引き続き検査問題の質の改善を図る。

○ 採点基準を明確にするために各問いの配点を圧縮する。

３-２ 個人調査報告書

（１） 学習評価については目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）を導入しており、学習の記録

での各教科の評定については、５段階評価とする。

（２） 評価対象学年は第１学年から第３学年までとする。

◇ 中学１年からの学習活動を幅広く評価するとともに、中学３年での学力をより重視する観点

から、一般選抜においては第３学年の評定を第１、第２学年の評定の合計より重く評価する

こととし、各学年の評定の比率を、３年：２年：１年＝ ２：１：１とする。

（３） 学力検査の成績と個人調査報告書の評定との比率については、各高等学校が定める。

◇ 一般選抜においては、それぞれの学校の状況に合わせて合格者を決定できるよう、総合点を

算出する際の個人調査報告書と学力検査の成績の評定の比率について、「８０：２０」「７０

：３０」「６０：４０」「５０：５０」「４０：６０」までの５つのパターンのうちから、各高

等学校が選択し、教育委員会に報告する。教育委員会はこの報告を踏まえて決定する。

（４） 各教科の評定を同等に扱う。

◇ 中学校における生徒の各教科の学習状況を、全体として偏りなく評価する観点から、総合点

を算出する際に、９教科（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術･家庭、外

国語）の評定に軽重をつけず、同等に扱う。

（５） 学習、特別活動、行動の記録は数値または記号で記載し、総合的な学習の時間その他校内で

の日常生活を含む中学校での教育活動全般における諸活動及び所見等の記録は具体的事実を

示して記載する。記載内容は総合的に受検生を評価する選考のための資料とする。

３-３ 面接

（１） 各学校・学科に対する関心や志望の動機、就学意欲等を把握するために実施する。

（２） 各高等学校長は、面接の方式、時間等について県教育委員会または松江市教育委員会と協議

の上、実施方法を定める。

（３） 各高等学校長は、校長を委員長とした面接実行委員会を設置して、その委員の意見を聞かな

ければならない。

（４） その他、必要な事項については、実施高等学校長が定める。

３-４ その他の資料

（１）受検生を多面的に評価する観点から各選抜に応じて、作文・実技等の結果、また受検生の事

情に応じて推薦書、自己報告書、校長副申書、自己申告書、自己紹介書を提出させ、選抜資料

とすることができる。
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４ 選抜方法

４-１ 一般選抜

（１） 一般選抜においては、個人調査報告書、学力検査成績、面接結果等の資料に基づいて、各高

等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して各高等

学校長が選抜する。

４-２ 推薦選抜・スポーツ特別選抜・中高一貫教育校特別選抜

（１） それぞれの選抜方法に応じて、個人調査報告書等の書類及び面接の結果を、作文・実技検査

等を実施した場合はその結果も、資料として自校の求める生徒像や選抜において重視する点に

配慮して各高等学校長が選抜する。

４-３ 第２次募集

（１） 検査内容は当該高等学校長が指定する。

○ 個人調査報告書及び学力検査の結果を資料として利用することができる。

○ 面接、作文、基礎学力をみるための検査等を実施する場合がある。

（２） 選抜方法

◇ 提出された資料と実施した検査結果を総合的に判断し、当該高等学校長が選抜する。

４-４ 通信制課程の選抜

（１）個人調査報告書、作文及び面接結果等の資料に基づき、当該高等学校長が総合的に選抜する。

５ 合格発表

５-１ 一般選抜 ３月中旬に各高等学校で行う。

５-２ 推薦選抜・スポーツ特別選抜・中高一貫教育校特別選抜

（１） 合格内定については１月下旬に各高等学校長から中学校長を通じて本人に通知する。

（２） 合格発表は３月中旬に一般選抜の合格発表と同時に当該高等学校で行う。

５-３ 第２次募集 ３月下旬に当該高等学校で行う。

５-４ 通信制課程の選抜 ３月下旬に当該高等学校で行う。

６ 入学手続き

（１） 合格者は各選抜方法ごとに当該高等学校長が定める日時までに入学の意思表示を行う。

（２） 合格者が当該高等学校長の定める日時までに入学の意思表示を行わない場合は、当該高等学

校長は合格を取り消す場合がある。
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